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令和８年度武雄市ジェンダーギャップ解消ワークショップ事業業務委託 

仕様書 

 

1 業務名 

 令和８年度武雄市ジェンダーギャップ解消ワークショップ事業業務委託 

 

 

2 業務目的 

市は、性別役割分担意識やジェンダーバイアスから脱却し、性別にとらわれない誰もが働きやすい

職場環境を創出する方策を事業者自ら見つけ出すことを目的として、市内事業所の管理職、人事・総

務担当者を対象とした「ジェンダーギャップ解消ワークショップ事業」を実施する。本業務委託は、

その企画、コーディネート、実施運営等を行うことを目的として実施する。 

 

 

3 委託期間 

  契約締結の日から令和９年２月 26日（金）までとする。 

 

 

4 ワークショップ開催日 

  計２回開催する。各回の開催時期は、①令和８年 10 月、②同 11 月を目安とし、実施日は市と協議

の上決定する。 

 

 

5 ワークショップ会場 

ワークショップで使用する会場は下記を想定している。受託者の都合により他の会場を使うことも

可能だが、これに係る一切の費用や手続き等は受託者において負担するものとする。 

武雄市役所 １階ホール（〒８４３－８６３９ 佐賀県武雄市武雄町大字昭和１２番地１０） 

 

 

6 業務の前提条件 

当市は、職場における男女共同参画と女性活躍の推進を中長期目標としつつ、女性のみの活躍や働

きやすさにフォーカスするのではなく、性別に関わりなく、誰もが働きやすく活躍できる職場、ワー

クライフバランスの追求により、その結果として男女共同参画と女性活躍が実現されるという考えに

基づき、当該ワークショップを実施する。 

そのため、本ワークショップで取り扱う内容としては、女性を取り巻く職業上の課題に無関係なも

のではなく、女性に関係がある、あるいは、男女共通の課題とする。 
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具体的には、ダイバーシティ経営とアンコンシャスバイアスを題材として取り上げ、参加者に対し、

経営・マネジメントの観点からワークライフバランスや働き方改革の必要性に気づきを与えつつ、人

手不足が加速するこれからの労働市場において、事業者自身がこのような職場改善・意識改革に取り

組むことは、事業の継続・発展と優良な人材確保のために不可欠であり、自ら前向きかつ積極的に着

手すべき事柄と認識できるような内容としたい。 

 

 

7 業務内容 

  業務内容は以下に掲げるものとする。 

① 総括・企画業務（ワークショップ実施に向けた運営体制の構築、ワークショップの内容の企

画立案、事業全体のコーディネート、ワークショップ当日資料データの作成・納品） 

② 実施運営（実施運営マニュアルの作成、講師等の手配、関係者との連絡調整・打合せ、会場・

駐車場の手配及び使用に係る連絡調整、会場設営・撤去、機材・材料準備、当日運営（司会

進行、参加者対応、アンケートの実施）、実施・実績報告書の作成） 

(1)  総括・企画業務について 

・ 本業務委託の全体責任者を予め決めるほか、企画した事業内容に応じ、適切な人員配置を行い、

業務実施体制を構築すること。また、業務実施体制図を作成し、提出すること。なお、全体責任

者には、女性活躍推進や働き方改革等のワークショップや講演会の経験と実績が豊富な者を選任

し、全体統括からワークショップ実施まで責任をもって担当することとする。 

・ ワークショップの回数は全２回とする。各回の概ねの実施時期及び開催時間は下記のとおりを想

定しているが、実施内容等、必要に応じて変更可能とする。（実施に際し、最終的な決定につい

ては、市と協議・調整の上、決定すること。） 

第１回：令和８年 10 月頃 

第２回：令和８年 11 月頃 

開催時間：各回２～３時間 

・ ワークショップ参加事業者数は２０社程度を見込んでいる。２０社を超える参加希望がある場合、

ワークショップ運営が支障なく行えるよう、市と受託者で協議の上、最大参加事業者数を決定す

るものとする。 

※ワークショップ参加事業者からの参加申込の受付や問い合わせ対応は市にて行う。 

・ ワークショップには、様々な業種・業態・規模の事業者からの参加が見込まれることから、ワー

クショップで取り扱う内容は、市と協議の上、特定の業種・業態・規模に特化したものではなく、

誰にとってもわかりやすく、当事者意識を持って参加できるような内容とすること。 

・ 全２回のワークショップについて、市と協議の上、各回の到達目標を設定し、それが達成できる

ようなプログラムとすること。 

・ 参加事業者は原則すべての回に参加することにより当該ワークショップの趣旨・目的を達するこ

とを目標としていることから、ワークショップ各回の連続性に留意し、統一感のあるものとする

ほか、市と協議の上、最終的な目的を達するための段階に応じた内容・プログラム構成とするこ

と。 
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・ 必要に応じてファシリテーターやパネリスト等（以下、「講師等」という。）を手配するなど、受

託者がこれまで培ってきたワークショップ手法のノウハウや知見を活用し、各回のテーマ・到達

目標や目的を意識し、最適かつ効果的な手法を、市と協議の上、選択すること。 

・ ワークショップ全体の到達目標としては、各事業者が働きやすい職場環境を創出する方策を自ら

見つけ出すことを目的としていることから、一方向的な学習機会のみとするのではなく、参加事

業者同士の会話や交流により活発な意見交換が生まれ、それが各自の気づき（課題解決）へとつ

ながるよう、最適なワークショップ手法や講師等を採用すること。 

・ ワークショップの目的達成度を可視化するため、最終回である第２回において、参加事業者それ

ぞれから、「職場改革宣言（仮称）」として具体的な取り組みを掲げてもらうこと。また、それを

見据え、事業者の省察・発案を助けるようなプログラムを編成すること。 

・ ワークショップ内で用いるデータ（配布資料用データ、モニター等投影データ）を作成し、市と

協議を行い、承認を得たものを、ワークショップ開催の１週間前までに納品すること。 

※受託者においては、データの作成・納品まで行い、配布資料の印刷は市にて行う。 

・ 業務実施に着手する前に、ワークショップ全体の企画書を作成し、市と協議・打合せを行うこと。 

  

(2)  実施運営について 

・ 実施運営マニュアルを作成し、事前に市と協議・打合せを行うこと。 

・ ワークショップ各回の企画内容に応じた講師等を手配し、関係者との連絡調整・打合せを行うこ

と。 

・ 講師等との謝金、旅費に係る連絡調整を行い、委託料の中からこれらの支払いを行うこと。 

・ 会場・駐車場使用のために必要な連絡調整を行うこと。 

・ 当日スタッフとして最低でも１名派遣し、市と協力して、会場設営・撤去、機材・材料準備を行

うこと。 

※市から当日スタッフを２名配置するため、予め協議の上、役割分担等決めておくものとする。 

※会場設営・撤去、機材・材料準備において、机・椅子等の備品は、会場の付帯設備を利用する

ものとする。 

・ 当日スタッフとして最低でも１名派遣し、市と協力して、当日運営（司会進行、参加者対応、ア

ンケートの実施）を行うこと。 

※市から当日スタッフを２名配置するため、予め協議の上、役割分担等決めておくものとする。 

※当該スタッフは、上記「会場設営・撤去、機材・材料準備」の当日スタッフと兼務して構わな

い。 

・ 全２回のワークショップ終了後、実施・実績報告書を作成し、提出すること。報告書は、市への

報告用としてだけでなく、今後の事業の広報用としても活用できるものとし、具体的には、参加

事業所や関心のある事業所にも配布できるような内容・デザイン・品質とすること。 

 

 

8 著作権等 

・ 本業務で作成した全てのデータ（イラスト等も含む）の一切の著作権は、市に帰属し、契約終了
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後、その利用についていかなる金銭の授受も発生しないものとする。 

・ 市は、本業務において納品された全てのデータについて、必要に応じ加工・修正及び第三者に提

供できるものとする。 

 

 

9 業務スケジュール 

市で想定している業務スケジュールは以下のとおりであるが、実際の業務実施に際して、市と協議

調整により変更可能とし、受託者から市に提出する企画書にて決定する。 

 受託者 市（男女参画・市民協働課） 

６月 

 

 

 

７～10 月 

 

 

 

 

 

 

 

 10 月 

 

 

 

 

11 月 

令和９年１月 

・業務実施体制図の作成、提出 

・企画書の協議、提出 

 

 

・ワークショップ開催に係る協議（以降、

随時） 

・ワークショップ準備、各種手配、連絡

調整 

・第１回ワークショップの実施運営マニ

ュアルの作成、提出 

・第１回ワークショップで用いるデータ

の作成、提出 

・第１回ワークショップ運営 

・第２回ワークショップの実施運営マニ

ュアルの作成、提出 

・第２回ワークショップで用いるデータ

の作成、提出 

・第２回ワークショップ運営 

・実施・実績報告書作成、提出 

・業務実施体制図の受領 

・企画書の協議、受領 

・チラシデータの作成、チラシ印刷 

・広報、参加者募集・受付 

・ワークショップ開催に係る協議（以降、

随時） 

 

 

・第１回ワークショップの実施運営マニ

ュアルの受領 

・第１回ワークショップで用いるデータ

の受領 

・第１回ワークショップ運営 

・第２回ワークショップの実施運営マニ

ュアルの受領 

・第２回ワークショップで用いるデータ

の受領 

・第２回ワークショップ運営 

・実施・実績報告書受領 
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10 納品・提出期限 

(1) 業務実施体制図：５月 22日（金） 

(2) 企画書：６月 11 日（金） 

※内容について、市と協議を重ね、承諾を得た状態で期限までに提出すること。 

(3) 各回ワークショップの実施運営マニュアル：各回開催日の７日前の日（土・日・祝日を除く。） 

(4) ワークショップ内で用いるデータ（配布資料用データ、モニター等投影データ）：各回開催日の

７日前の日（土・日・祝日を除く。） 

(5) 実施・実績報告書：令和９年１月 29 日（金） 

 

 


